
経
済
産
業
省

○

令
第
三
号

環

境

省

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規

定
に
基
づ
き
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
六
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

環
境
大
臣

大
木

浩

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

経
済
産
業
省

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

令

環

境

省

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
登
録
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
」
に
改
め
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
軽
微
な
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
事
項
の
軽
微
な
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
変
更
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
登
録
事
項
の
変
更
」
に
改
め
る
。



第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
都
道
府
県
知
事
」
を
「
第
一
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
よ
る
回
収
量
等
の
都
道
府
県
知
事
」
に
改

め
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
主
務
大
臣
」
を
「
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
回
収
量
等
の
主
務
大
臣
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
十
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
よ
る
回
収
量
等
の
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
）

第
十
二
条
の
十
一

法
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
主
務
省

令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

前
年
度
に
お
い
て
フ
ロ
ン
類
を
回
収
し
た
第
二
種
特
定
製
品
の
台
数
及
び
回
収
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量

二

前
年
度
に
お
い
て
自
動
車
製
造
業
者
等
に
引
き
渡
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量

三

前
年
度
に
お
い
て
自
ら
再
利
用
し
た
フ
ロ
ン
類
の
量

四

前
年
度
の
三
月
三
十
一
日
現
在
で
保
管
し
て
い
た
フ
ロ
ン
類
の
量

２

第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
は
、
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
様
式
第
四
の
六
に
よ
る
報
告
書
を
事
業
所
ご
と
に
作
成
し
、

都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
回
収
量
等
の
主
務
大
臣
へ
の
通
知
）

第
十
二
条
の
十
二

法
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
と
き

は
、
年
度
終
了
後
六
月
以
内
に
、
様
式
第
四
の
七
に
よ
る
通
知
書
を
環
境
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
に
二
通
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
の
自
動
車
フ
ロ
ン
類
管
理
書
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
十
三

法
第
三
十
七
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

自
動
車
フ
ロ
ン
類
管
理
書
の
番
号

二

第
二
種
特
定
製
品
を
引
き
取
っ
た
年
月
日
、
当
該
第
二
種
特
定
製
品
の
引
取
り
を
求
め
た
第
二
種
特
定
製
品
廃
棄
者
の

氏
名
又
は
名
称
及
び
電
話
番
号

三

当
該
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
登
録
番
号
及
び
電
話
番
号

四

当
該
引
取
り
に
係
る
第
二
種
特
定
製
品
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車
の
製
造
等
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
当
該
自

動
車
の
種
別
（
大
型
バ
ス
（
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
乗
車
定
員
十
一
人
以
上
の
自
動
車
（
以
下
「
バ
ス
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
自
動
車
の
長
さ
が
七
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
小
型
バ
ス
（
大
型
バ
ス
以
外



の
バ
ス
を
い
う
。
）
又
は
バ
ス
以
外
の
自
動
車
の
別
を
い
う
。
）
及
び
道
路
運
送
車
両
法
の
規
定
に
よ
る
車
台
番
号
並
び

に
当
該
第
二
種
特
定
製
品
に
充
て
ん
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
の
種
類

五

当
該
引
取
り
に
係
る
フ
ロ
ン
類
を
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
引
き
渡
し
た
年
月
日
、
引
き
渡
し
た
相
手
方
の
氏
名

又
は
名
称
、
登
録
番
号
及
び
電
話
番
号

六

法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
料
金
が
支
払
わ
れ
て
い
る
旨
（
次
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

七

当
該
第
二
種
特
定
製
品
引
取
業
者
が
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
を
兼
ね
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者
が
自
ら
当

該
フ
ロ
ン
類
の
再
利
用
を
す
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
明
ら
か
な
場
合
に
は
そ
の
旨

（
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
委
託
）

第
十
二
条
の
十
四

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
委
託
は
、
第
二
種
特
定
製
品
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
自
動
車

を
製
造
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為
の
委
託
で
あ
っ
て
、
当
該
自
動
車
の
部
品
、
材
料
、
設
計
、
自
己
の
商
標
の
使
用
等
に
関

す
る
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

（
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
自
動
車
フ
ロ
ン
類
管
理
書
の
記
載
事
項
）

第
十
二
条
の
十
五

法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。



一

フ
ロ
ン
類
を
回
収
し
た
年
月
日

二

当
該
フ
ロ
ン
類
を
自
動
車
製
造
業
者
等
に
引
き
渡
し
た
年
月
日
及
び
引
き
渡
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
当

該
フ
ロ
ン
類
の
引
渡
し
に
使
用
す
る
フ
ロ
ン
類
回
収
容
器
又
は
パ
レ
ッ
ト
（
フ
ロ
ン
類
回
収
容
器
を
収
納
し
て
運
搬
す
る

た
め
の
器
具
を
い
う
。
）
ご
と
に
付
さ
れ
た
番
号

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
に
よ
る
料
金
の
請
求
方
法
）

第
二
十
四
条

法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
製
造
業
者
等
が
定
め
る
料
金
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
第
二
種
フ

ロ
ン
類
回
収
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
自
動
車
製
造
業
者
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
第
二
種
フ
ロ
ン
類
回
収
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号

二

振
込
金
融
機
関
又
は
郵
便
局
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
預
金
口
座
又
は
貯
金
口
座
の
口
座
番
号

三

当
該
請
求
に
係
る
自
動
車
フ
ロ
ン
類
管
理
書
の
番
号

（
料
金
の
公
表
の
方
法
）

第
二
十
五
条

法
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
へ
の
掲
載
、
イ
ン



タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
自
動
車
フ
ロ
ン
類
管
理
書
等
の
保
存
）

第
二
十
六
条

法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
五
年
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


